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No.10５

平成２１年

10月号

２００９

議会9月定例会、２０年度決算認定他・・・・２～３P

地区懇談会についてなど4人が一般質問・・５～７P

ポスター掲示場設置条例制定他・・・・・８P

王滝ふれあい運動会（9月19日学校校庭にて）



【歳 入 】
譲与税 ・交付金

86 ,6 4 3

村債  7 3 ,4 0 0

諸収入  4 0 ,5 5 9

負担金 ・使用料

17 ,4 1 2
村税  2 7 5 ,1 6 5

繰入金  4 8 ,3 4 8

寄付金  7 ,9 7 8

財産収入  2 8 ,3 2 9

繰越金  1 2 2 ,8 7 3

国県支出金  7 3 ,8 3 5

地方交付税

82 1 ,4 0 6

会計名 歳入 歳出

国民健康保険事業 120,232 109,353

診療施設事業 47,832 47,809

老人保健事業 16,027 15,584

後期高齢者医療費事業 10,042 10,036

村営水道事業 23,569 22,019

高原簡易水道事業 21,631 20,207

農業集落排水事業 128,113 128,080

簡易排水事業 2,361 2,315

宅地造成事業 24 20

平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
決

算
規
模
は
、
歳
出
ベ
ー
ス
で
十

四
億
七
千
五
十
三
万
円
と
、
対

前
年
比
三
億
七
千
三
百
二
十
七

万
円
、
率
に
し
て
二
十
・
二
％

の
減
額
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
歳
出
の
財
源
不
足
を
補
う

財
政
調
整
基
金
繰
入
金
が
前
年

比
三
億
三
千
五
百
五
十
万
円
、

率
に
し
て
九
十
一
・
〇
％
と
大

き
く
減
額
と
な
っ
た
。

歳
入
の
対
前
年
比
増
減
率
の
大

き
な
費
目
は
分
担
金
・
負
担
金

（
四
十
三
・
八
％
増
）
、
財
産
収

入
（
二
十
一
・
六
％
増
）
、
繰
入

金
（
八
十
七
・
五
％
減
）
、
繰
越

金
（
五
十
三
・
九
％
増
）
、
諸
収

入
（
二
十
一
・
一
％
減
）
国
庫
支

出
金
（
三
十
二
・
七
％
減
）
、
村

債
（
六
十
一
・
八
％
減
）
。
一
方

歳
出
で
は
補
助
費
等
（
五
十
一
・

七
％
減
）
、
災
害
復
旧
費
（
皆
減
）
、

積
立
金
（
八
十
七
・
五
％
増
）
と

な
っ
て
い
る
。

《
歳
入
》

歳
入
決
算
額
は
対
前
年
比
十

八
・
九
％
減
の
十
五
億
九
千
五

百
九
十
五
万
円
で
あ
る
。

繰
入
金
を
除
く
自
主
財
源
は

四
億
九
千
二
百
三
十
一
万
円
。

自
主
財
源
自
体
で
は
三
千
四
百

万
円
ほ
ど
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

依
存
財
源
は
十
億
五
千
五
百

二
十
八
万
円
余
で
対
前
年
比
六
・

〇
％
減
と
な
っ
て
い
る
が
、
災

害
復
旧
事
業
完
了
に
伴
う
国
庫

支
出
金
の
減
や
、
地
域
活
性
化
・

緊
急
安
心
実
現
総

合
対
策
臨
時
交
付

金
の
増
、
景
気
低

迷
に
よ
る
地
方
消

費
税
交
付
金
の
減

な
ど
、
各
費
目
に

よ
り
増
減
が
見
ら

れ
る
。
地
方
交
付
税
に

つ
い
て
は
、
対
前

年
比
六
・
一
％
の

増
、
村
債
に
つ
い

て
は
、
過
疎
対
策

事
業
費
の
皆
減
に

よ
り
六
十
一
・
八

％
の
大
幅
減
と
な
っ

て
い
る
。

調
停
額
に
対
す

る
収
入
未
済
額
は

五
千
七
百
六
万
円

余
で
あ
っ
た
。

村
税
の
調
停
額
は
三
億
二
千

九
百
三
十
八
万
円
余
で
前
年
度

よ
り
千
二
百
六
十
四
万
円
余
・

率
で
四
・
〇
％
の
増
、
決
算
額

で
は
前
年
度
よ
り
六
百
十
八
万

円
・
率
で
は
二
・
三
％
の
増
と

な
っ
て
い
る
。
村
税
の
徴
収
率

は
八
十
三
・
五
％
で
前
年
度
よ

り
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
下
が
っ
て

い
る
。
ま
た
、
地
方
税
百
十
万

円
余
を
不
納
欠
損
処
理
し
た
。
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九
月
定
例
議
会
第
一
日
目
は
九
月
七
日
に
開
会
、
十
一
日
に
第
二
日
目
が
開
か
れ
た
。

一
日
目
に
は
村
長
提
出
議
案
（
人
事
一
、
事
件
決
議
六
、
条
例
の
改
正
制
定
八
、
二
十
年

度
決
算
認
定
十
一
、
二
十
一
年
度
補
正
予
算
八
）
計
三
十
四
件
と
議
会
提
出
議
案
（
委
員

長
報
告
一
、
発
議
一
）
二
件
の
合
計
三
十
六
件
の
議
案
を
審
議
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り

同
意
・
認
定
・
可
決
し
た
。
二
日
目
の
十
一
日
に
は
、
一
般
質
問
を
行
っ
た
。

20年度決算認定

特別会計 平成２０年度決算
平
成
二
十
年
度
各
特
別
会
計
の
決
算
は
左
表
の
と
お
り
。

平成２０年度一般会計決算

（単位：千円）

９月定例会 開かれる

（単位：千円 千円未満は切り上げ）

歳入 １５億９５９５万円（前年比▲１８．９％）

歳出 １４億７０５３万円（前年比▲２０．２％）



【歳出 】 諸支出金

249,003

商工費 20,307

総務費 528 ,734

議会費 12,360

労働費 2,406

衛生費 80,251

民生費 109 ,970

農林水産業費

24,386

消防費 44,005

土木費 21,652

公債費 330 ,791

教育費 46,657

《
歳
出
》

歳
出
決
算
額
は
、
対
前
年
比

二
十
・
二
％
減
の
十
四
億
七
千

五
十
三
万
円
で
あ
っ
た
。
予
算

に
対
す
る
執
行
額
は
八
十
七
・

六
％
（
前
年
度
九
十
六
・
六
％
）

で
あ
る
。
主
な
要
因
は
国
の
補

正
予
算
に
伴
う
臨
時
交
付
金
が

年
度
末
交
付
と
な
り
、
全
額
繰

越
事
業
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

性
質
別
決
算
状
況
で
は
、
補

助
費
等
の
う
ち
公
営
企
業
補
助

金
は
対
前
年
比
五
十
八
・
九
％

減
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
企

業
債
繰
上
げ
償
還
の
縮
小
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
九
年

度
の
決
算
余
剰
金
（
前
年
度
繰

越
金
）
が
一
億
二
千
二
百
八
十

七
万
円
余
と
な
っ
た
こ
と
等
に

よ
り
、
財
政
調
整
基
金
へ
一
億

四
千
二
百
四
十
二
万
円
余
を
積

み
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
財
政
調
整
基
金
の

平
成
二
十
年
度
末
現
在
高
は
一

億
千
九
百
六
十
万
円
余
を
確
保

す
る
に
至
っ
た
が
、
財
政
調
整

基
金
は
標
準
財
政
規
模
の
三
割

程
度
が
目
安
と
さ
れ
て
お
り
、

財
政
安
定
化
の
た
め
更
な
る
積

立
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
。

人
件
費
は
対
前
年
比
三
・
〇

％
の
増
、
扶
助
費
は
九
・
七
％

の
減
と
な
り
、
義
務
的
経
費
全

体
で
は
、
一
・
八
％
の
増
額
と

な
っ
た
。

投
資
的
経
費
は
、
普
通
建
設

費
が
七
百
三
十
七
・
五
％
の
大

幅
な
増
（
二
千
百
七
十
万
円
）

と
な
っ
た
。
災
害
復
旧
費
は
発

生
し
な
か
っ
た
。

越
代
表
監
査
委
員
の
結
語

よ
り財
政
状
況
は
依
然
と
し
て
厳

し
い
た
め
、
引
き
続
き
財
政
健

全
化
へ
の
取
組
み
を
継
続
し
て

お
り
、
債
務
を
確
実
に
減
ら
し

て
財
政
状
況
の
健
全
化
が
進
行

し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
公

共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
早
期
健

全
化
団
体
の
指
定
が
確
実
な
状

況
で
あ
り
、
今
後
も
慎
重
な
財

政
運
営
を
お
願
い
し
た
い
。
ま

た
、
税
収
等
の
収
入
未
済
額
は
、

増
加
傾
向
に
あ
り
、
捜
索
の
実

施
等
滞
納
整
理
は
今
ま
で
よ
り

厳
し
い
対
応
は
さ
れ
て
い
る
が
、

縮
減
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
負

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健

全
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

地
方
公
共
団
体
は
前
年
度
の
決
算

に
基
づ
き
左
下
表
の
四
つ
の
指
標

を
議
会
に
報
告
、
住
民
に
公
表
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

当
村
の
数
値
は
表
の
通
り
で
、

実
質
公
債
費
比
率
は
昨
年
度
の
四

十
一
・
六
％
か
ら
九
・
五
ポ
イ
ン

ト
改
善
さ
れ
三
十
二
・
一
％
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
幅
な
歳
出

削
減
で
捻
出
し
た
資
金
で
公
営
企

業
観
光
施
設
事
業
費
会
計
（
ス
キ
ー

場
会
計
）
の
借
入
金
を
、
繰
上
償

還
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ

る
も
の
。

実
質
公
債
費
比
率
は
過
去
三
年

間
の
平
均
で
計
算
さ
れ
る
。
今
年

度
の
場
合
、
平
成
十
八
年
・
十
九

年
・
二
十
年
の
三
年
平
均
が
三
十

二
・
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今

後
の
見
通
し
と
し
て
は
、
現
時
点

で
平
成
二
十
一
年
単
年
度
の
実
質

公
債
費
比
率
を
二
十
年
と
同
程
度

担
の
公
平
性
及
び
歳
入
の
確
保

の
観
点
か
ら
、
よ
り
徴
収
体
制

を
強
化
し
効
果
的
に
徴
収
す
る

よ
う
望
む
も
の
で
あ
る
。

の
十
四
・
〇
前
後
と
見
込
ん
で
い

る
。
こ
れ
を
基
に
二
十
一
年
度
の

実
質
公
債
費
比
率
を
算
出
す
る
と
、

早
期
健
全
化
基
準
の
二
十
五
％
を

下
回
る
二
十
三
・
五
％
前
後
と
見

込
ま
れ
る
。

今
回
の
報
告
で
早
期
健
全
化
基

準
の
二
十
五
％
を
超
え
て
い
る
た

め
、
今
年
度
中
に
「
財
政
健
全
化

計
画
」
を

策
定
す
る

こ
と
に
な
っ

た
。
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（単位：千円）

財
政
健
全
化
判
断
比
率
の
報
告

実
質
公
債
費
比
率
は
三
十
二
・
一
％

健全化判断比率 早期健全化基準

実質赤字比率 － １５

連結実質赤字比率 － ２０

実質公債費比率 ３２．１ ２５

将来負担比率 １７２．２ ３５０

単位％
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・王滝村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場

の設置に関する条例制定

・王滝村教育委員会委員の任命

・長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の

減少及び規約の変更

・長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少

・長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少

・長野県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少

・木曽広域連合と木曽郡内町村の事務委託に関する規約変更

・ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務の事務委託

に関する規約の廃止

・王滝村個別外部監査契約に基づく監査に関する条例制定

・王滝村行政手続き等における情報通信の技術の利用に関す

る条例制定

・王滝村消防団員等公務災害補償条例の一部改正

・王滝村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正

・福祉医療給付金条例の全部改正

・王滝村福祉医療費資金貸付基金条例の一部改正

・王滝村国民健康保険条例の一部改正

・王滝村公営企業の設置等に関する条例の一部改正

・２０年度一般会計歳入歳出決算

・２０年度特別会計国民健康保険（事業勘定）歳入歳出決算

・２０年度特別会計国民健康保険診療施設費歳入歳出決算

・２０年度特別会計老人保健事業費歳入歳出決算

・２０年度特別会計後期高齢者医療事業費歳入歳出決算

・２０年度特別会計村営水道事業費歳入歳出決算

・２０年度特別会計おんたけ高原簡易水道事業費歳入歳出

・２０年度特別会計農業集落排水事業費歳入歳出決算

・２０年度特別会計簡易排水事業費歳入歳出決算

・２０年度特別会計宅地造成分譲事業費歳入歳出決算

・２０年度王滝村公営企業観光施設事業会計決算

・２１年度一般会計補正予算（第３号）

・２１年度特別会計国民健康保険（事業勘定）補正予算

（第２号）

・２１年度特別会計国民健康保険診療施設費補正予算

（第２号）

・２１年度特別会計老人保健事業費補正予算（第１号）

・２１年度特別会計村営水道事業費補正予算（第１号）

・２１年度特別会計おんたけ高原簡易水道事業費補正予算

（第１号）

・２１年度特別会計農業集落排水事業費補正予算（第１号）

・２１年度王滝村公営企業観光施設事業会計補正予算（第１

号）

平成２１年木曽広域連合第３回定例会は８月２８日

に開会。議案は、条例・規約の改定に関するものが８

件、平成２０年度決算認定が３件、２１年度補正予算

３件、南部クリーンセンターの廃止案件１の計１５件

が提出され、いずれも原案のとおり可決・承認した。

●定例会で可決した主な議案は次のとおり。

①２０年度一般会計決算 歳入３,０２３,０８４千

円 歳出２,９５８,５５４千円

②平成２０年度木曽寮決算 歳入２１３,０７３千円

歳出２０６,３６２千円

③平成２０年介護保険特別会計決算 歳入３,１２８,

６９９千円 歳出３,０７３,２５１千円

④木曽広域連合議会に付すべき公の施設の廃止につ

いて 南部クリーンセンターの廃止が可決された。

⑤２１年度一般会計補正予算（第２号）

補正額５６,３６３千円 情報事業、クリーンセン

ター統合にかかる経費など

⑥２１年度介護保険特別会計補正予算（第２号）

補正額５４,３１２千円 平成２０年度給付費確定

に伴う国庫、支払基金、町村への返還金など

●全員協議会での協議項目

①介護保険料特別徴収異動情報作成誤りの経過につ

いて

②テレビ中継局デジタル化についての県内放送事業

者との協議経過報告について

③中南信消防広域化協議会の状況について

④社会福祉法人サンビジョンによる特別養護老人ホー

ム建設について

平成２０年策定の木曽寮あり方検討プロジェクト報

告書によると、２４年度から木曽寮の特養を廃止し現

施設を全て養護施設として運営する方針だったが、平

成２２年秋に前倒しして、木曽寮の特養入所者の移行

と特養施設廃止が明確にされた。

●委員会報告

《福祉環境常任委員会》

①６月に発生した、データ処理のシステム不具合に

よる介護保険料特別徴収異動情報作成誤りについて

②民間社会福祉法人による特養老施設建設計画につい

て

《経済観光常任委員会》

木曽地域広域観光振興計画プロジェクトメンバー等

との伊那地方南部視察の調査報告

木曽広域連合議会報告
南部クリーンセンター廃止

木曽寮特養廃止を前倒し

９月議会で同意、認定、可決された主な議案



問

昨
年
十
月
に
「
王
滝
村
の
課

題
は
早
期
健
全
化
団
体
か
ら
一
刻

で
も
早
く
脱
出
」
を
テ
ー
マ
に
地

区
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

以
来
債
務
返
済
が
着
実
に
進
め
ら

れ
一
定
の
見
通
し
が
立
ち
好
転
の

兆
し
が
見
え
て
き
た
。
従
っ
て
、

村
長
自
ら
村
民
の
不
安
を
一
日
で

も
早
く
取
り
除
き
王
滝
村
の
早
期

再
生
に
向
け
新
た
な
取
り
組
み
、

創
造
へ
の
目
標
を
地
区
懇
談
会
を

通
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。
加
え
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
対
策
行
動
計
画
に
つ
い
て
も
早

期
計
画
の
も
と
、
説
明
を
行
っ
て

い
た
だ
き
た
い
が
、
い
か
が
か
。

答

毎
年
一
回
は
行
っ
て
き
て
い

る
。
今
年
も
十
月
中
旬
を
目
途
に

開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

内
容
は
歳
入
歳
出
基
準
を
基
に

し
た
取
り
組
み
、
財
政
状
況
の
今

後
の
見
通
し
、
第
四
次
長
期
振
興

計
画
、
各
課
か
ら
の
連
絡
事
項
な

ど
を
主
に
や
っ
て
い
き
た
い
。

問

ピ
ー
ク
時
の
平
成
十
二
年
、

ス
キ
ー
場
債
務
は
二
十
一
億
円
。

十
三
年
か
ら
十
五
年
に
わ
た
る
三

年
間
、
借
金
返
済
を
先
送
り
し
た

結
果
、
負
の
連
鎖
に
よ
り
二
億
円

余
の
金
利
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
更

に
悪
化
。
実
質
公
債
費
比
率
が
四

十
二
・
二
％
破
綻
寸
前
ま
で
追
い

込
ま
れ
た
。
住
民
は
財
政
破
綻
寸

前
と
い
っ
た
厳
し
い
状
況
を
合
併

問
題
を
通
し
地
区
説
明
会
で
知
ら

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
実

質
公
債
費
比
率
は
繰
り
上
げ
償
還

な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
前
年
比
九
・
五
ポ
イ
ン
ト
減

の
三
十
二
・
一
％
ま
で
改
善
さ
れ

た
。
前
倒
し
返
済
に
よ
る
返
済
比

率
引
き
下
げ
効
果
と
と
も
に
、
短

期
間
で
返
済
し
た
こ
と
に
よ
り
三

百
万
円
余
の
金
利
も
軽
減
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
積
極
的
な
取
り
組
み
に

よ
り
来
年
度
決
算
時
に
は
十
三
％

台
ま
で
改
善
す
る
見
通
し
と
な
っ

て
き
た
。
そ
れ
は
★
村
の
全
体
の

予
算
枠
の
見
直
し
に
よ
る
投
資
的

経
費
普
通
建
設
費
な
ど
歳
出
を
極

力
減
ら
し
、
★
財
政
調
整
基
金
の

見
直
し
、
★
特
別
会
計
へ
の
繰
り

出
し
金
の
見
直
し
、
★
予
想
を
上

回
る
交
付
金
の
額
、
★
一
般
職
給

与
三
年
間
最
大
で
二
十
五
％
カ
ッ

ト
、
★
特
別
職
報
酬
三
十
％
カ
ッ

ト
、
★
議
員
報
酬
四
十
％
カ
ッ
ト
、

な
ど
お
茶
の
間
訪
問
制
度
を
通
し

て
直
接
住
民
と
向
き
合
い
、
時
に

は
厳
し
い
意
見
も
受
け
止
め
住
民

の
思
い
を
受
け
入
れ
な
が
ら
村
お

こ
し
を
進
め
て
き
た
惰
力
が
報
わ

れ
た
結
果
と
言
え
る
。

当
初
の
地
区
説
明
会
で
示
さ
れ

た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
内
容
よ
り

財
政
再
建
は
三
年
短
縮
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
繰
り
上
げ
償
還
に
よ

り
村
づ
く
り
の
遅
れ
を
取
り
戻
し

た
こ
と
に
な
り
村
長
施
策
に
対
し

て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
村
長
に
は
今
ま
で
の

経
緯
「
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か

（
借
金
の
原
因
）
」
な
ど
ま
で
踏

み
込
ん
だ
分
か
り
易
い
明
確
な
説

明
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ

を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
村
は

「
こ
う
な
る
ん
だ
よ
」
、
「
こ
う

し
た
村
に
す
る
ん
だ
よ
」
と
い
っ

た
こ
と
ま
で
具
体
的
な
村
民
説
明

会
に
し
て
い
た
だ
き
、
続
投
表
明

の
も
と
、
や
り
た
く
て
も
で
き
な

か
っ
た
こ
と
、
緊
急
性
の
事
業
は

●
瀬
戸
村
政
の
総
括
に
つ
い
て

問

瀬
戸
村
政
の
四
年
間
は
「
借

金
返
済
が
第
一
」
で
あ
っ
た
と
思

う
が
、
こ
れ
は
正
し
か
っ
た
と
思

う
か
。

答

地
方
公
共
団
体
は
住
民
の
福

祉
の
増
進
及
び
行
政
事
務
を
執
り

行
っ
て
い
る
が
、
基
盤
と
な
る
財

政
を
健
全
化
す
る
の
は
そ
の
責
務

で
あ
る
。
平
成
十
九
年
六
月
に
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
た
が
、
当
村
が
達
し
て
し

ま
っ
た
基
準
値
を
健
全
化
す
る
こ

ど
れ
か
な
ど
、
住
民
の
目
線
で
村

づ
く
り
を
自
信
を
持
っ
て
進
め
て

い
く
姿
勢
を
示
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

と
が
第
一
と
し
て
き
た
。
住
民
サ
ー

ビ
ス
や
福
祉
が
他
町
村
と
比
べ
て

著
し
く
低
く
な
っ
て
い
な
い
、
そ

の
中
で
の
借
金
返
済
な
の
で
問
題

は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

問

ス
キ
ー
場
の
問
題
で
も
正
し

か
っ
た
と
思
う
か
。

答

協
定
書
に
基
づ
い
て
や
っ
て

お
り
正
し
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る

が
、
ま
だ
五
ヶ
月
近
く
も
任
期
は

残
っ
て
い
る
。

ま
と
め

債
務
返
済
で
財
政
は
健

全
化
さ
れ
て
も
村
の
衰
退
を
心
配

5

そ
こ
が
知
り
た
い

一
般
質
問

本
文
は
質
問
者
の
執
筆
を

も
と
に
し
て
い
ま
す
。

地
区
説
明
会
の

実
施
に
つ
い
て

下
出

謙
介

瀬
戸
村
政
の
総
括
・
村
の
政
治
改
革
に
つ
い
て

三
浦

征
弘

地区懇談会の様子（東区）



し
て
い
る
。

●
村
の
政
治
改
革
に
つ
い
て

問

人
口
千
人
を
切
り
、
さ
ら
に

減
少
が
加
速
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

そ
の
中
で
村
の
行
政
改
革
、
政
治

改
革
が
必
要
と
思
う
。
そ
こ
で
今

の
議
会
制
を
廃
止
し
て
「
直
接
民

主
主
義
制
」
が
良
い
と
思
う
が
村

長
は
ど
う
思
う
か
。

答

直
接
民
主
主
義
は
、
町
村
総

会
と
い
っ
た
よ
う
な
住
民
全
員
で

で
き
る
組
織
が
あ
れ
ば
良
い
と
町

村
ま
で
は
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か

●
平
成
十
七
年
以
降
見
直
さ
れ
縮

小
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
事
務
事
業

に
つ
い
て

問

平
成
十
七
年
の
財
政
非
常
事

態
宣
言
以
来
、
多
く
の
事
務
事
業

が
見
直
さ
れ
、
予
算
を
縮
小
さ
れ

た
り
廃
止
さ
れ
て
き
た
。
ま
だ
、

財
政
再
建
へ
は
到
達
し
て
い
な
い

が
、
少
し
ず
つ
復
活
さ
せ
ら
れ
る

事
務
事
業
に
つ
い
て
準
備
を
し
て

も
い
い
時
期
と
思
う
が
、
そ
の
段

取
り
に
つ
い
て
長
期
振
興
計
画
と

の
関
連
も
合
わ
せ
考
え
を
伺
い
た

い
。

し
、
今
行
わ
れ
て
い
る
代
議
員
制

度
の
方
が
コ
ス
ト
は
少
な
く
て
す

む
。
条
例
の
改
変
等
そ
の
都
度
集

ま
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

多
く
の
人
と
多
く
の
時
間
が
か
か

る
。
ま
た
可
否
の
た
め
に
は
二
分

の
一
の
出
席
が
必
要
で
あ
る
。
具

体
的
な
内
容
が
分
か
ら
な
い
の
で

正
確
に
は
言
え
な
い
が
、
今
よ
り

予
算
が
か
か
る
と
思
う
。

ま
と
め

小
林
村
政
末
期
に
似
た

よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。
法

的
に
可
能
で
あ
る
。

答

長
期
振
興
計
画
の
中
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。
平
成
十
七
年
、

村
づ
く
り
委
員
会
で
検
討
し
た
百

十
七
項
目
の
中
で
は
、
住
民
の
足

の
確
保
、
診
療
所
歯
科
、
も
ち
ろ

ん
内
科
も
憂
慮
し
て
い
る
が
、
そ

の
あ
た
り
を
大
至
急
取
り
組
む
べ

き
と
考
え
る
。
観
光
総
合
事
務
所

へ
も
現
在
の
一
協
会
員
と
い
う
立

場
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の

他
観
光
施
設
事
業
、
敬
老
会
等
、

様
々
あ
る
が
、
廃
止
の
ま
ま
で
い

い
も
の
も
あ
る
。
今
後
精
査
し
て

い
き
た
い
。

ま
と
め

村
づ
く
り
委
員
会
で
チ
ェ
ッ

ク
し
た
項
目
だ
け
で
も
百
十
七
。

多
岐
に
わ
た
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ

早
め
に
案
を
出
し
、
担
当
職
員
や

そ
れ
に
関
わ
る
村
民
と
の
話
し
合

い
を
十
分
に
重
ね
第
二
案
・
第
三

案
と
練
っ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。

ま
た
予
算
の
話
だ
け
で
は
な
い
。

今
回
改
め
て
村
づ
く
り
委
員
会
の

提
言
を
ま
と
め
た
も
の
を
じ
っ
く

り
読
み
直
し
た
。
そ
れ
は
部
会
の

担
当
項
目
ご
と
に
具
体
的
で
よ
く

ま
と
ま
っ
た
も
の
と
感
心
し
た
。

そ
し
て
そ
の
提
言
の
何
割
か
は
今

実
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

努
力
を
評
価
し
、
自
身
を
持
っ
て

次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
準
備
を
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

●
構
造
改
革
特
区
に
つ
い
て

問
①
以
前
、
村
長
は
「
構
造
改
革

特
区
に
つ
い
て
今
後
研
究
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
た
が
、
そ
の
後
庁
内
で
の
取

り
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

②
今
議
会
で
可
決
さ
れ
た
地
域
情

報
通
信
技
術
活
用
推
進
事
業
と
連

携
さ
せ
る
形
で
特
区
に
つ
い
て
具

体
的
に
取
り
組
ん
で
行
っ
て
は
ど

う
か
。

答
①
当
時
、
再
建
推
進
室
で
検
討

し
た
が
、
難
し
い
と
し
て
そ
の
後

取
り
組
ん
で
い
な
い
。

②
地
域
情
報
通
信
技
術
推
進
事
業

の
コ
ン
テ
ン
ツ
作
り
の
段
階
で
考

え
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
立
ち
上
げ
に
そ
れ
あ
り
き
で
は

な
い
。
専
門
の
方
と
の
協
議
、
合

わ
せ
技
と
し
て
膨
ら
ま
せ
て
い
き

た
い
。

ま
と
め

例
え
ば
国
際
交
流
と
い

う
観
点
か
ら
ビ
ザ
の
発
給
に
便
宜

を
図
り
海
外
の
研
究
者
や
留
学
生

を
広
く
受
け
入
れ
る
、
農
村
と
都

市
と
の
交
流
と
い
う
点
で
、
農
家

民
宿
に
関
わ
る
法
律
（
旅
館
業
法

な
ど
）
の
規
制
緩
和
を
図
り
、
観

光
事
業
の
活
性
化
を
目
指
す
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ

と
も
考
慮
し
な
が
ら
コ
ン
テ
ン
ツ

作
り
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

問

前
回
六
月
の
一
般
質
問
で
は

第
四
次
長
期
振
興
計
画
に
つ
い
て

質
問
し
た
。
平
成
十
六
年
か
ら
十

七
年
の
合
併
構
想
の
破
綻
を
振
り

返
り
あ
ら
た
め
て
自
身
で
一
つ
の

目
標
を
掲
げ
る
事
と
し
た
、
王
滝

村
の
自
治
体
と
し
て
の
存
続
で
あ

る
。
先
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と

し
て
も
、
い
つ
か
は
木
曽
町
と
合

併
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
っ
て

い
る
村
民
も
多
い
と
思
う
が
、
私

自
身
と
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
王

滝
村
の
自
立
の
た
め
に
微
力
な
が

ら
努
力
し
て
行
く
こ
と
を
明
確
に

し
て
行
動
す
る
事
と
し
た
。
自
身

が
ど
ん
な
立
場
で
王
滝
村
の
自
立

に
貢
献
で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
私
の
中
で
は
王
滝
村
を
自
治

体
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
存
続
さ
せ

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
行
政
や
村

民
と
の
協
働
の
村
づ
く
り
や
村
民

主
導
と
し
て
住
民
の
意
見
や
意
向

を
大
切
に
し
て
村
政
を
行
う
こ
と

は
言
葉
だ
け
で
な
く
村
民
が
肌
で

感
じ
る
よ
う
な
村
に
な
れ
ば
と
願

う
。
そ
こ
で
村
長
に
質
問
す
る
。

今
議
会
一
日
目
に
は
瀬
戸
村
長
か

ら
次
回
の
村
長
選
に
再
出
馬
と
取

れ
る
お
言
葉
を
い
た
だ
き
心
強
く

感
じ
て
い
る
が
、
村
長
の
考
え
と

し
て
こ
れ
か
ら
も
厳
し
い
村
づ
く

り
だ
が
、
王
滝
村
に
つ
い
て
将
来

は
合
併
あ
り
き
な
の
か
、
自
立
の

道
が
基
本
な
の
か
、
ま
た
自
立
の

場
合
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る

こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
。

答

木
曽
町
と
の
合
併
が
不
承
に

終
わ
っ
て
か
ら
村
は
ス
キ
ー
場
債

務
と
い
う
重
い
背
負
子
を
背
負
っ

て
自
立
の
道
を
村
民
み
ん
な
で
共

6

王
滝
村
の
自
立

存
続
に
つ
い
て

林

冬
樹

縮
小
廃
止
さ
れ
た
事
務
事
業
・

構
造
改
革
特
区
に
つ
い
て

立
花

裕
美
子



有
し
、
御
嶽
登
山
で
例
え
れ
ば
一

口
水
か
、
も
う
少
し
上
ま
で
登
っ

て
き
た
の
か
な
と
財
政
的
に
は
現

状
で
在
ろ
う
か
と
。
国
の
自
治
体

に
対
す
る
考
え
方
が
第
二
十
九
回

地
方
制
度
調
査
会
で
示
さ
れ
小
規

模
自
治
体
の
自
立
は
予
断
を
許
さ

な
い
状
況
に
あ
る
。
依
存
財
源
の

地
方
交
付
税
の
仕
組
み
が
今
後
ど

う
な
る
か
注
視
し
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て

地
方
へ
の
配
分
が
減
ら
な
い
制
度

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
す
る
が

不
安
な
部
分
も
あ
る
現
状
で
あ
る
。

村
は
財
政
的
に
も
先
が
見
え
て
来

た
状
況
の
中
で
王
滝
村
を
存
続
維

持
し
て
行
く
こ
と
が
ベ
タ
ー
な
選

択
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
村
は
こ
れ

ま
で
国
策
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
自

治
体
名
は
、
あ
る
信
州
大
学
の
先

生
に
よ
れ
ば
日
本
一
古
い
村
で
は

な
い
か
と
の
話
も
あ
り
村
民
も
愛

着
や
感
慨
深
さ
を
持
っ
て
い
る
。

第
四
次
長
期
振
興
計
画
で
は
参
考

意
見
と
し
て
村
民
に
今
後
の
村
の

在
り
方
を
問
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

と
国
の
方
針
を
注
視
し
、
が
ん
ば

れ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
思
い
で
い

る
。
問

村
が
存
続
し
て
行
く
こ
と
が

第
一
と
言
う
事
は
分
か
っ
た
が
自

立
の
た
め
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と

を
も
う
一
度
聞
き
た
い
。

答

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
村

民
が
現
状
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か

知
り
た
い
と
言
う
こ
と
で
、
参
考

で
な
く
意
向
を
確
認
す
る
中
で
進

め
る
こ
と
で
、
国
の
諸
制
度
が
ど

う
な
っ
て
行
く
か
で
左
右
さ
れ
、

意
向
で
ど
う
な
る
こ
と
で
は
な
い

可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
物

を
見
極
め
情
報
を
開
示
し
な
が
ら

答
え
を
出
し
て
行
き
議
論
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
が
見
え
な
い
部
分

が
今
は
あ
る
。

問

自
立
存
続
に
は
観
光
の
再
生

や
例
え
ば
老
人
福
祉
施
設
の
誘
致

な
ど
に
よ
り
村
税
の
収
入
増
や
職

場
の
確
保
な
ど
具
体
的
施
策
が
必

要
と
思
い
質
問
し
た
。
ど
の
部
分

を
努
力
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
聞

き
た
か
っ
た
。

答

再
出
馬
の
際
し
っ
か
り
と
し

た
私
な
り
の
も
の
を
示
し
た
い
。
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問

こ
の
夏
は
頂
上
奥
社
へ
は
、

ど
の
く
ら
い
上
が
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ

た
ん
で
す
か
？

答

全
部
で
一
ヶ
月
く
ら
い
で
す
。

登
山
回
数
は
六
回
で
し
た
。

問

山
頂
の
様
子
を
逐
次
Ｃ
Ａ
Ｔ

Ｖ
画
像
へ
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た

よ
う
で
す
が
、
ど
ん
な
思
い
か
ら

発
信
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
か
？

答

初
め
は
役
場
職
員
な
方
か
ら

頼
ま
れ
た
の
で
送
っ
て
い
ま
し
た
。

Ｔ
Ｖ
を
見
た
村
民
の
方
が
も
っ
と

た
く
さ
ん
登
っ
て
き
て
い
た
だ
け

た
ら
と
い
う
思
い
で
す
。

問

信
者
さ
ん
や
登
山
者
に
変
化

は
あ
り
ま
す
か
？

答

信
者
さ
ん
は
高
齢
化
、
後
継

者
不
足
等
で
頂
上
ま
で
来
れ
な
い

人
が
増
え
て
、
日
帰
り
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
登
山
者
は
マ
ナ
ー
の

悪
い
人
が
ふ
え
て
い
る
か
な
。
境

内
で
騒
ぐ
、
信
者
さ
ん
の
参
拝
の

邪
魔
を
す
る
、
い
き
な
り
写
真
を

撮
る
、
ゴ
ミ
を
捨
て
て
い
く
な
ど
。

問

御
嶽
山
は
今
後
ど
の
よ
う
な

山
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
？

答

御
嶽
山
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま

だ
勉
強
不
足
で
す
の
で
も
っ
と
い

ろ
い
ろ
な
方
か
ら
学
ん
で
い
き
た

い
。
さ
っ
き
も
話
し
ま
し
た
が
、

参
拝
者
は
減
少
傾
向
な
の
で
、
ツ

ア
ー
客
等
の
登
山
者
に
対
し
て
神

社
が
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
ば
い

い
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。

問

最
近
の
村
の
状
況
で
感
じ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

答

役
場
や
一
部
の
人
達
に
ま
か

せ
っ
き
り
で
、
ま
と
ま
り
に
欠
け

て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
以
前
の

よ
う
な
区
対
抗
の
村
民
運
動
会
・

仮
装
行
列
等
で
ま
と
ま
り
を
作
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

問

こ
れ
か
ら
の
村
に
つ
い
て
は
？

答

小
さ
な
村
で
す
が
、
住
ん
で

い
る
人
も
訪
れ
る
人
も
み
ん
な
が

笑
顔
に
な
れ
る
村
に
し
て
い
き
た

い
。
私
自
身
は
も
っ
と
村
の
行
事

等
に
積
極
的
に
参
加
し
て
、
村
民

の
み
な
さ
ん
か
ら
信
頼
さ
れ
る
人

間
に
、
ま
た
神
主
と
し
て
成
長
し

て
い
き
た
い
。

ご
自
身
が
い
つ
も
笑
顔
の
瀬
戸

さ
ん
、
村
に
笑
顔
を
と
い
う
言
葉

に
説
得
力
が
あ
っ
た
。
神
社
の
仕

事
を
通
し
て
「
王
滝
村
に
と
っ
て

御
嶽
山
の
存
在
」
を
常
に
意
識
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
今
一
度
、
考

え
直
す
時
期
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

元 気

ネットワーク

今
回
の
元
気
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
御
嶽
神
社
に
お
勤
め
の
瀬
戸
暢

さ
ん
（
野
口
区
）
に
ご
登
場
い
た
だ
い
た
。

み
ん
な
が
笑
顔
に
な
れ
る
村
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

瀬戸 暢さん



●
議
会
だ
よ
り
の
編
集
に
携
わ
っ

て
四
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

何
度
か
研
修
会
に
参
加
し
た
し
、

郡
内
他
町
村
の
編
集
委
員
と
の
意

見
交
換
、
情
報
収
集
も
行
っ
て
き

た
が
、
な
ん
と
も
難
し
い
。

●
縦
書
き
で
予
算
・
決
算
の
数
字

を
表
記
し
て
、
果
た
し
て
村
民
に

う
ま
く
伝
わ
る
の
か
？
感
情
や
感

想
を
排
除
す
る
こ
と
の
難
し
さ
も

痛
感
し
て
い
る
。

●
次
期
の
編
集
委
員
の
方
に
は
、

紙
面
構
成
の
大
胆
な
改
革
も
視
野

に
入
れ
て
進
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。

（
裕
）
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７月

２２日 平成２０年度決算審査(２日目)

〃 愛知用水建設殉職者慰霊祭及び水源感謝祭

２３日 平成２０年度決算審査(３日目)

２６日 議会だより編集特別委員会

２７日 平成２１年度町村議会議員研修会(松本市)

〃 御嶽神社例大祭

２８日 〃

２９日 例月出納検査（６月分）

３０日 木曽郡町村議会議員総会（上松町）

８月

１日 議会だより１０４号発行

２日 長野県消防ポンプ操法大会(須坂市)

４日 愛知中部水道企業団議会議員との交流会

(木曽町日義)

５日 平成２０年度決算審査講評

７日 御神火祭（木曽町三岳）

１５日 村成人式（村公民館）

１９日 平成２１年度ボイス８１地域会議(木祖村)

２６日 議会全員協議会・議会運営委員会

２７日 例月出納検査（７月分）

２８日 木曽広域連合８月議会定例会

３１日 平成２１年度県際交流協議会総会

(中津川市)

９月

６日 福祉健康の集い（村保健福祉センター）

７日 ９月議会定例会(初日)

１１日 ９月議会定例会(２日目)

１９日 王滝小学校運動会・王滝村ふれあい運動会

２８日 長野県町村議会議長会政務調査会合同部会

〃 例月出納検査（８月分）

１０月

１日 議会だより１０５号発行

議会日誌

発
行
／
王
滝
村
議
会

長
野
県
木
曽
郡
王
滝
村
三
六
二
三

編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

℡
〇
二
六
四
‐
四
八
‐
二
○
○
一

編
集
後
記

王
滝
村
教
育
委
員
会
委
員

の
任
期
満
了
に
伴
い
、
引
き

続
き
滝
正
昭
氏
の
再
任
が
承

認
さ
れ
た
。

任
期
は
、
平
成
二
十
一
年

十
月
一
日
よ
り
平
成
二
十
五

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
四
年

間
。

ポスター掲示場設置
議員発議で新たに条例制定

郡
議
員
総
会
開
か
れ
る

教
育
委
員
会
委
員
に

滝

正
昭
氏

再
任

七
月
三
十
日
、
木
曽
郡

町
村
議
員
総
会
が
上
松
町

の
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
た
。
自
治
功
労

者
表
彰
の
後
、
前
年
度
総

会
決
議
事
項
の
処
理
報
告

が
行
わ
れ
、
今
年
度
の
議

案
審
議
に
移
り
次
の
七
議

案
が
採
択
さ
れ
た
。

①
障
害
者
へ
の
就
労
支
援

体
制
等
の
充
実
を
求
め
る

②
中
央
西
線
に
再
び
蒸
気

機
関
車
を
走
ら
せ
木
曽
路

復
活
を

③
木
曽
川
水
系
の
河
川
管

理
・
河
川
整
備
の
促
進

④
新
た
な
過
疎
対
策
法
の

制
定
⑤
県
立
木
曽
病
院
の
医
師

等
医
療
技
術
者
の
確
保

⑥
鳥
獣
に
よ
る
被
害
対
策

の
推
進

⑦
木
曽
地
区
主
要
幹
線
道

路
の
整
備
促
進

今
議
会
第
一
日
目
に
議
員

発
議
に
よ
り
、
王
滝
村
の
議

会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に

お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の

設
置
に
関
す
る
条
例
が
制
定

さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
王
滝
村
で
は
県

や
国
の
選
挙
の
際
に
は
ポ
ス

タ
ー
掲
示
場
が
設
け
ら
れ
て

き
た
が
、
村
議
会
議
員
と
村

長
の
選
挙
の
際
に
は
条
例
が

な
い
た
め
、
設
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
郡
内
町
村
に
は
既
に
条

例
が
あ
り
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示

が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

今
回
の
発
議
は
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
、
次
回
選
挙

（
十
月
十
一
日
）
か
ら
適
用

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
選
挙
管

理
委
員
会
で
の
検
討
の
結
果
、

村
内
九
か
所
（
崩
越
・
中
越
・

公
民
館
・
役
場
・
保
健
セ
ン

タ
ー
・
九
蔵
・
野
口
・
滝
越
・

二
子
持
）
に
設
置
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。


